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土木工事書類作成マニュアルの改正について 

平成２１年４月に策定した現行の「土木工事書類作成マニュアル」を、

神奈川県土木工事共通仕様書等の改正（平成２８年４月）に伴い改正する。 

１．改正方針 

○ 土木工事共通仕様書、土木工事施工管理基準書に基づく改正 

○ 国土交通省の「土木工事書類作成マニュアル」（平成２３年４月）を 

参考にした見直し 

２．主な改正内容 

○ 「施工体制」について、「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に

関する法律」の改正に伴い、施工体制台帳等の取扱いについて見直し 

○ 「品質管理」、「出来形管理」について、土木工事施工管理基準書の

改正に伴い、主に作成する資料について見直し 

・ 「測定結果一覧表」の作成を「必須」から「不要」に修正 

・ 「管理図表」の作成を「管理する測点数が１０点以上の場合に 

 必要」から「必須」に修正 

・ 「ヒストグラム」等の作成を「任意」から「不要」に修正 

 ○ 添付資料の見直し 

・ 現行「完成検査書類のチェックリスト（監督員・請負者用）」と 

   「土木工事書類作成根拠及び検査書類一覧」を「土木工事書類一覧」 

として一つに再編し、検査時の確認だけでなく日々確認用のチェック 

リストとして修正 

  ・ 建設副産物に関係する各種資料を新たに追加（建設リサイクル課） 

「建設リサイクルについて」 

「土砂の適正処理について」 

「神奈川県土砂の適正処理に関する条例の仕組み」 

３．改正日

平成２８年１０月１日 



土木工事書類作成マニュアルの適用 

１．適用範囲 

   神奈川県土木工事共通仕様書を適用する工事。 

２．その他 

   本マニュアルでは、現行ルールの徹底による書類簡素化を青字で、改善

による書類簡素化を赤字で記載しています。 

本マニュアル及び工事書類の様式集（pdf 版・word 版）を神奈川県ホ

ームページに掲載していますのでご利用ください。 

   なお、改正した場合も神奈川県ホームページに掲載しますので必ず最新

版を参照願います。 

◎ 神奈川県ホームページ 

ホーム > 産業・働く > 入札・公共工事 > 公共工事 > 公共工事の監
督・検査に関する提供情報 > 神奈川県公共工事における土木工事書類作
成マニュアルについて 

http://www.pref.kanagawa.jp/cnt/f490113/p12755.html



平成２８年９月改正

産業廃棄物管理票
(マニュフェスト)

稀に原本を提出しているケースがある。
コピーを提出しているケースが多い。

監督･検査時に提示すればよく､原本の提出は
しない。
なお、コピーの提出も不要である。

確認 変更なし

建退共関係書類

｢建退共証紙受払簿｣､｢建設業退職金共済手
帳｣､｢建退共証紙請求書｣､｢建退共証紙受領書｣
及び｢被共済者就労状況報告書｣等のコピーを
提出しているケースがある。

建退共書類第１～３号様式のみ提出し、｢建退
共証紙受払簿｣､｢建設業退職金共済手帳｣､｢建
退共証紙請求書｣､｢建退共証紙受領書｣及び｢被
共済者就労状況報告書｣等のコピー提出は不要
である。

確認 〃

施工計画書
維持工事等簡易な工事においても、全項目に
ついて記載している場合が多い。

維持工事等簡易な工事においては､監督員の承
諾を得て記載内容の一部を省略できる。

確認 〃

工事写真
電子納品にもかかわらず、紙出力も提出して
いるケースが多い。

電子納品の場合､紙出力は不要である。 確認 〃

材料検査（確認）
願

指定材料以外の材料についても提出している
ケースが多い。

指定材料のみ提出し､それ以外の材料について
は提出不要である。

確認 〃

品質管理資料
測点数10点未満の場合でも、管理図表の作成
をしているケースが多い。

測点数10点未満の場合は､管理図表の作成不要
である。

確認
　測点数に係わらず管理図表の作成を「必須」とする。た
だし、測定結果一覧表の作成は「不要」とする。

出来形管理資料
測点数10点未満の場合でも、管理図表の作成
をしているケースが多い。

測点数10点未満の場合は､管理図表の作成不要
である。

確認 〃

安全関係書類

災害防止協議会活動記録､店社パトロール実施
記録､安全巡視､TBM､KY実施記録及び新規入場
者教育実施記録を提出しているケースが多
い。

災害防止協議会活動記録､店社パトロール実施
記録､安全巡視､TBM､KY実施記録及び新規入場
者教育実施記録は提出不要である。

確認 変更なし

ディーゼル車の排
ガス規制に伴う運
行状況確認票

｢ディーゼル車の排ガス規制に伴う運行状況確
認票｣の提出を求めていた。
車検証のコピー等の添付を求めていたため、
現場代理人はその都度コンビニ等でコピーを
していた。

｢ディーゼル車の排ガス規制に伴う運行状況確
認票｣は提示書類で､提出は求めない。
車検証のコピー等の資料添付は不要である。

改善 〃

施工計画書

・ 軽微な変更(工期･数量のみの変更等)にお
いても､変更施工計画書の提出が必要である。
・ 工事概要の工事内容は､設計図書を再度パ
ソコンで打ち直している。
・ ｢計画工程表｣の取扱いは、工事・監督員に
より程度が異なる。

・ 軽微な変更(工期･数量のみの変更等)の場
合は､変更施工計画書は不要とする。
・ 工事概要の工事内容は､設計図書の写しで
よい。
・ 監督員の承諾を得た場合､計画工程表は契
約時提出の工程表の写しでよい。

改善 〃

安全訓練等の実施
状況資料

提出書類である。
原本を提示すればよく､原本又はコピーの提出
は不要とする。

改善 〃

段階確認書
段階確認書に添付する資料を新たに作成して
いる場合がある。

段階確認書に添付する資料は既存の資料を活
用したものでよい。

改善 〃

実施工程表
実施工程表の提出については､工種･監督員に
より取扱いが異なる。

原則として提示とするが､監督員が必要と認め
たときは提出すること。
応急処理・維持工事等、計画工程表作成が困
難な場合は作成不要。

改善
確認

〃

工事日報 提出を求めている。 提出は不要である。 改善 〃

支給材料及び貸与
品要求書

提出を求めている。 提出は不要とする。 改善 〃

　　　　　　　　　凡例　確認：従来ルールの徹底
改善：新たに書類の簡素化を図った

書　類　名 マニュアル作成前

平成２１年４月制定　　確　認　・　改　善

土木工事書類作成マニュアル

土　木　工　事　書　類　作　成　マ　ニ　ュ　ア　ル　の　概　要　





土木工事書類作成マニュアル 
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１．施工計画 

１－１ 施工計画書
施工計画書は、受注者が実施する工事手法の概要を作成することにより、

円滑な工事の促進を図るもので、土木工事共通仕様書（以下「共通仕様書」

という。）第１編1-1-1-4で「受注者は、工事着手前に工事目的物を完成

させるために必要な手順や工法等についての施工計画書を監督員に提出し

なければならない。」と規定している。従って、施工計画書は、受注者の

責任において作成するもので、発注者が施工方法等の選択について注文を

つけるものではない。 

   受注者は、施工計画書に次の事項について記載する。 

  （１）工事概要

  （２）計画工程表

  （３）現場組織表

  （４）指定機械

  （５）主要船舶・機械

  （６）主要資材

  （７）施工方法（主要機械、仮設備計画、工事用地等を含む）

  （８）施工管理計画

  （９）安全管理

  （10）緊急時の体制及び対応
  （11）交通管理
  （12）環境対策
  （13）現場作業環境の整備
  （14）再生資源の利用の促進と建設副産物の適正処理方法 

（15）その他 
なお、施工計画書の作成にあたっては、契約書及び設計図書に指定され

ている事項について記載する。

また、施工計画の内容に変更が生じた場合には、その都度当該工事に着

手する前に変更に関する事項について、変更施工計画書を作成し提出する。

受注者は維持工事等簡易な工事においては監督員の承諾を得て記載内容

の一部を省略することができる（共通仕様書1-1-1-4）。 

数量のわずかな増減等の軽微な変更で施工計画に大きく影響しない場合

は、変更施工計画書の提出は要しない。

例えば、施工方法の変更を伴わない数量のみの変更 (概数設計の変更を含
む｡)や工期のわずかな変更などが該当する。

1-1 

1-1 

工事に変更が生じた場合、従来、常に変更施工計画書の提出を求めていた。 

しかし、数量のわずかな増減等の軽微な変更においては、変更施工計画書の提

出を求めても実効性が乏しいとともに、当該工種が完成しないと数量が確定しな

い場合があるという問題があった。 

そこで、数量のわずかな増減等の軽微な変更においては、変更施工計画書を求

めないものとする。 



（１）工事概要

工事概要については、下記の記載例程度の内容を記載する。なお、以下記

載例については、必ずしもこれによることはない。

また、工事内容は、設計図書の工事数量総括表の写しでよいものとする。

      (工事概要記載例) 

        工 事 名 ○○工事 

        河川名（路線名） 一級河川○○川（一般国道○○号） 

工事場所 自○○市○○地先  Ｎｏ○○～Ｎｏ○○ 

     至○○市○○地先  Ｌ＝○○ｍ 

        工    期  自平成○○年○○月○○日     至平成○○年○○月○○日 

        請負代金  ￥○○○，○○○，○○○円 

        発 注 者  ○○事務所 

           ＴＥＬ○○○－○○○－○○○○ 

        受 注 者  ○○建設株式会社 

                      所在地 ○○市○○△△－△△番地 

                      ＴＥＬ○○○－○○○－○○○○ 

［工事内容記載例］

工事区分 工種 種別 細別 単位 数量 適要

道路改良 擁壁工 既製杭工 鋼管杭 本 １００

（２）計画工程表

計画工程表は、各種別について作業の初めと終わりがわかるネットワーク、バーチャ

ート等で作成する。作成に当たっては、気象、特に降雨、気温等によって施工に影響の

大きい工種については、過去のデータ等を十分調査し、工程計画に反映させることが必

要である。 

原則として、計画工程表を提出するものとするが、監督員の承諾を得た場合は、契約

時に提出する「工程表」の写しでもよい。

なお、ワンデーレスポンス対象工事（原則2,500万円以上）においては、工程管理方

法について監督員と協議すること（共通仕様書3-1-1-16）。 
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計　　画　　工　　程　　表

工期 平成○○年７月１日～平成○○年１月３１日 現場代理人 ○○　○○

県道○○号（○○○○）
横浜市中区日本大通り地内

0.001 0.001 0.001 0.001 0.001

0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001

0.0005 0.0005 0.0005 0.0005

0.006 0.006 0.006

0.021 0.021 0.02

0.054 0.054 0.054 0.054

0.02 0.02 0.02 0.02

0.108 0.108 0.108 0.108

0.001 0.001 0.001 0.001

0.015 0.015

契 約 工 事 名 平成○○年度  道路改良工事　公共（その○) 県単（その○） 路 線 河 川 名
工事着手年月日 平成○○年7月1日 完成予定年月日 平成○○年1月31日 工 事 箇 所

工  種 種　別 細　別 単位 数　量 構成比
工     期

　　10　 20 　　10　 20
備　　　　　考７月 ８月 ９月 10月 11月 12月 １月

　　10　 20 　　10　 20 　　10　 20 　  10　 20 　　10　 20

掘削 砂質土 ｍ3 3,500 0.005

土工

0.002

盛土・埋戻 〃 〃 2,000 0.006

〃 1,500 0.018

運搬 場内 〃 1,800

残土処理費 〃 1,500 0.062

残土処理

0.216

擁壁工

Ｄ－１6 ㎏ 100,800 0.080

ｺﾝｸﾘｰﾄ工 ２1Ｎ ｍ3 1,120

型枠工 化粧 ㎏ 6,720 0.432

鉄筋工

基礎工 ＲＣ－40 ｍ3 75 0.004

Ｇr-Ｃ-2ＢＳ ｍ 250 0.030

防護柵工

舗装工

ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ

1
-
３

＜記載例＞

0.012 0.013 0.012

0.019

0.024

0.01 0.01 0.01

0.002 0.002 0.002

0.004

0.005 0.005 0.005 0.005 0.005

％

100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

舗装工

0.019

路盤工 Ｒｍ-40 ㎡ 1,625 0.037

蜜粒t=5㎝ ㎡ 1,625 0.024

基層工 粗粒t=5㎝ ㎡ 1,625

排水工

表層工

0.006

Ｌ型側溝工 ｍ 500 0.030

式 1 0.004

集水桝工 個所 25

共通仮設 式 1 0.025

区画線設置

工 事 進 捗 状 況 表

計画

構成比は、金額ベースとすることが望ましい。

ワンポイントメモ



（３）現場組織表

現場組織表は、現場における組織の編成及び命令系統並びに業務分担がわ

かるように記載し、監理（主任）技術者等を置く工事についてはそれを記載

する。

[現場組織表記載例] 

                         （事務関係）

現場代理人 現場事務担当 氏名

氏 名 資材担当 氏名

TEL  FAX 労務担当 氏名

（技術関係者）

監 理 技 術 者 又 は

主任技術者

労働安全担当 氏名

建設機械担当 氏名

氏 名 安全巡視担当 氏名

TEL  FAX 交通安全担当 氏名

産業廃棄物担当 氏名

施工管理担当 氏名

（４）指定機械

工事に使用する機械で、設計図書で指定されている機械（騒音振動、排ガ

ス規制、標準操作等）について記載する。

［指定機械使用計画記載例］

機械名 規格 台数 使用工種 備  考

バックホウ 0.6㎥ 1 土工 排ガス対策型（自社）

ダンプトラック 10T 5 土工 排ガス対策型（リース）

排ガス対策型等は一般的になってきたので、施工計画書にカタログの写しの添付は求

めないこととする。但し、監督員が提示を求めた場合は、提示しなければならない。

（５）主要船舶・機械

工事に使用する船舶・機械で、設計図書で指定されている機械（騒音振動、

排ガス規制、標準操作等）以外の主要なものを記載する。 

［主要船舶・機械使用計画記載例］ 

機械名 規格 台数 使用工種 備  考
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（６）主要資材 

工事に使用する指定材料及び主要資材について、品質証明方法及び材料確

認時期等について記載する。

［主要資材計画記載例］

品 名 規 格 予定数量 製造業者 品質証明
搬入時期

確認時期
7月 8月 9月

異形棒鋼 D13 800kg ○○製鉄 ﾐﾙｼｰﾄ

（７）施工方法 

記載対象は次のような場合を標準とする。

①主要な工種

②通常の施工方法により難いもの（例：新技術による施工等）

③設計図書で指定された工法 

④共通仕様書に記載されていない特殊工法 

⑤施工条件明示項目で、その対応が必要とされる項目 

⑥特殊な立地条件での施工や関係機関及び第三者対応が必要とされてい 

る施工等 

⑦共通仕様書において、監督員の「承諾」を得て施工するもののうち、 

事前に記述できるもの及び施工計画書に記述することとなっている事項

例）既製杭工についてはあらかじめ杭の打止め管理方法等を定め、施工

計画書に記載する（共通仕様書3-2-4-4）。 

⑧指定仮設又は重要な仮設工に関するもの 

施工方法は、次のような内容を記載する。

１）「主な工種」毎の作業フロー

当該工種における作業フローを記載し、各作業段階における以下の事項

について記述する。

２）施工実施上の留意事項及び施工方法

工事箇所の作業環境（周辺の土地利用状況、自然環境、近接状況等）や

主要な工種の施工実施時期（降雨時期、出水・渇水時期等）等について記

述する。

これを受けて施工実施上の留意事項、施工方法の要点、制約条件（施工

時期、作業時間、交通規制、自然保護）及び関係機関との調整事項につい

て記述する。

また、準備として工事に使用する基準点や地下埋設物、地上障害物に関

する防護方法について記述する。

３）当該工事における使用予定機械を記載する。
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４）その他

工事全体に共通する仮設備の構造、配置計画等について位置図、概略図

等を用いて具体的に記述する。

例えば、任意仮設で応力計算等を要するものや脱型時期など、安全を確

認する方法として、応力計算等も添付する。

その他、間接的設備として仮設建物、材料、機械等の仮置き場、プラン

ト等の機械設備、運搬路（仮設道路、仮橋、現道補修等）、仮排水、安全

管理に関する仮設備等（工事表示板、安全看板等）について記述する。

1-6 



〔段階確認〕 

 土（岩）質の変化した時 

 ・土（岩）質、変化位置 

  の確認 

 床堀掘削完了時 

 ・支持地盤の確認 

［作業フロー（ＲＣ擁壁）の記載例］

Ｂ）作業では、No.5付近に、NTTの回線ｹｰﾌﾞﾙが埋設されているので、試掘を実施 

し確認のうえ作業を行う。 

Ｃ）運搬路に一部通学路があるので、作業時間帯の確認を行う。 

Ｅ）型枠応力計算で使用部材及び方法を確認する。 

Ｆ）組立方法の周知徹底と作業主任者による直接の作業指揮 

Ｈ）作業手順の確認 

    組立方法の周知徹底と作業主任者による直接の作業指揮 

Ｉ）ｺﾝｸﾘｰﾄ打設高は、○ｍ/１回とする。 

Ｊ）ｺﾝｸﾘｰﾄ強度の確認 

    脱型に必要なｺﾝｸﾘｰﾄ強度を圧縮強度試験により推定し、強度を確認後脱型する。 

  （留意点）

    ａ）指定仮設については、安全を確認する方法として、応力計算等について

記述する。

    ｂ）作業フローの記述及び留意事項や施工方法の要点を解りやすく記述する。

    ｃ）共通仕様書、特記仕様書において、「承諾を必要とする事項」、「施工

計画書に記載すべき事項と指定された事項」及び「重点安全対策の具体的な実施

方法」について記述する。また、次の間接的設備について記載する。

     ・現場事務所等の仮設建物

・材料、機械等の仮置場

     ・工事施工上に必要なプラント等の機械設備

     ・運搬路（仮道路、仮橋、現道補修等）

     ・仮排水

     ・工事表示板、安全看板、立入防止柵、安全管理に関する仮設備

1-７ 

Ａ）丁張の設置   

 Ｂ）掘削・床付 
  ＢＨ0.6㎥

Ｃ）発生土運搬 
  ＤＴ10ｔ 

 Ｄ）均しｺﾝｸﾘｰﾄ   

 Ｅ）型枠組立 Ｆ）足場組立 

 Ｇ）鉄筋組立 Ｈ）支保工組立 

 Ｉ）ｺﾝｸﾘｰﾄ車 
  ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車 

 Ｊ）脱 型 K）足場解体 

 L）埋戻し 
  ＢＨ0.6㎥ 

振動ﾛｰﾗ・ﾀﾝﾊﾟ

〔段階確認〕 

 鉄筋組立完了時 

 ・使用材料の確認 

 ・設計図書との対比 

〔段階確認〕 

 埋戻し前 

 ・不可視部分の出来形確 

  認 



（８）施工管理計画

施工管理計画については、設計図書（「土木工事施工管理基準」「土木工

事写真管理基準」）等に基づき、その管理方法について記述する。

１）工程管理

ネットワーク、バーチャート等の管理方法のうち、何を使用するかを記

述する。

２）品質管理

当該工事の品質管理は、「土木工事施工管理基準」等により記述する。 

当該工事で行う品質管理の「試験項目」等について、次のような品質管

理計画表を作成する。

※品質管理については、本マニュアル５－１頁を参照すること。 

［品質管理計画表記載例］

工 種
施工

規模
試験項目 試験方法

試験

頻度
規格値

規格値

（社内）
適用

コンクリ

ート工
600㎥

塩化物総

量規制
カンタブ

AMPM
各1回

0.3kg/㎥ 
以下 

スランプ

試験
JIS A1101 1回/日 ±2.5cm   

圧縮強度

試験
JIS A1108 1回/日

呼び強度

の85％
以上

（留意点）

①必要な工種が記述されているか。

②施工規模に見合った試験回数になっているか。

③基準にないものの適用は妥当か（受注者と監督員で協議が必要）。

④管理方法や処理は妥当か。

⑤適切な試験方法か。 

⑥自社管理基準を設定し、それに基づき管理する場合は、当該値を記載して

下さい。

３）出来形管理

当該工事の出来形管理は、「土木工事施工管理基準」等により記述する。

また、該当工種がないものについては、あらかじめ監督員と協議して定

める。

※出来形管理については、本マニュアル５－１０頁を参照すること。

［出来形管理計画表記載例］

工 種
施工

規模
測定基準 規格値

規格値

（社内）
適 用

コンクリ

ートブロ

ック工

A= 
200㎡
L= 
60ｍ

施工延長40
ｍに１箇所

No.3～No.6
合計2箇所

基準高▽  ±50mm 
法長(4m)  －100mm 
厚さ(ﾌﾞﾛｯｸ積) －50mm
厚さ(裏込) －50mm
延長   －200mm 

3編2章5節
3条1 
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（留意点）

① 必要な工種が記載されているか。

② 施工規模に見合った測定箇所、頻度となっているか。

③ 不可視部の対応は検討されているか。

④ 基準にないものの適用は妥当か（監督員と協議が必要）。 

⑤ 自社管理基準を設定し、それに基づき管理する場合は、当該値を記載し

て下さい。 

⑥ 適用には、「施工管理基準書の番号」等を記載して下さい。 

４）写真管理

当該工事の写真管理は、「土木工事写真管理基準」等により記述する。

※写真管理については、本マニュアル５－１９頁を参照すること。

［写真管理計画表記載例］ 

工 種 撮影項目 撮影頻度 提出頻度 適 用 

コンクリート

ブロック工 

厚さ(裏込) 

法長 

厚さ(ﾌﾞﾛｯｸ積) 

120ｍに１回
200ｍに１回

〃

No.3～No.6 
合計 1箇所 

代表箇所1枚

〃 

〃 

（留意事項） 「土木工事写真管理基準 2-7 留意事項より」

撮影箇所一覧表の適用について、以下を留意するものとする。

(1) 「撮影項目」、「撮影頻度」等が工事内容に合致しない場合は、監

督員の指示により追加・削減するものとする。

(2) 施工状況等の写真については、ビデオ等の活用ができるものとす 

る。

(3) 不可視となる出来形部分については、出来形寸法（上墨寸法含む）

が確認できるよう、特に注意して撮影するものとする。

(4) 撮影箇所がわかりにくい場合には、写真と同時に見取り図（撮影位

置図、平面図、凡例図、構造図など）を参考図として作成する。

(5) 撮影箇所一覧表に記載のない工種については監督員と写真管理項 

目を協議のうえ取り扱いを定めるものとする。

５）段階確認

設計図書で定められた段階確認項目についての計画を記述する。

［段階確認（段階確認書）記載例］

種別 細別 確認時期 確認項目 確認程度 確認予定 適用

矢板工 鋼矢板 打込時 使用材料

長さ

溶接部の適否

1回/100本

施工数量

50本
計1回

月 日 重点

監督

打込完了時 基準高

変位

月 日
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６）その他

社内検査を行う場合は、当該工事において行う社内検査項目、検査方法

及び検査段階について記述することが望ましい。

（９）安全管理

安全管理に必要な各々の責任者や安全管理についての活動方針にいて記述

する。

また、事故発生時における関係機関や被災者宅等への連絡方法や救急病院

等についても記述する。記述が必要な項目は次のとおり。

なお、安全管理については、本マニュアル３－１頁を参照すること。

１）工事安全管理対策

①安全管理組織（安全協議会の組織等も含む）

②危険物を使用する場合は、保管及び取り扱いについて

③その他必要事項

２）第三者施設安全管理対策

家屋、商店、鉄道、ガス、電気、電話、水道等の第三者施設と近接して

工事を行う場合の対策 

  ３ ）労務管理計画

    ⅰ)祝祭日及び作業時間帯 ⅱ)健康診断等の実施 等 

４）安全教育訓練についての活動計画

毎月行う安全教育・訓練の内容を記述する。

 [安全教育・訓練計画記載例] 

月 主な作業内容 安全・訓練内容

１月 準備工、仮設工

・当該工事内容等の周知徹底

・避難訓練及び担架の使用方法

・ビデオによる安全教育

２月 ○○工、××工
・作業手順の周知、徹底（現場にて再確認）

・車両系建設機械の危険防止について
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[安全管理組織記載例］

労働安全衛生法で定められた責任者について各々記述する。

○○安全衛生責任者

（安全委員長）

氏  名

副安全委員長

氏  名 事務局安全委員 氏  名

機電安全委員 氏  名

安全委員会 土木安全委員 氏  名

火薬類消費管理者 氏  名

火薬類出納管理者 氏  名

自動車安全運行管理者 氏  名

安全管理者 氏  名

衛生管理者 氏  名

安全巡視員 氏  名

（留意点）

１）安全管理組織において、現場パトロールの体制や保安員の明記が必

要。 

２）関係法令、指針を参考に記述する。

３）作業主任者の配置が必要な作業については、作業名及び作業主任者

の氏名等を記述する。

※参考 主な法令等は以下のとおり

・労働安全衛生法

・土木工事安全施工技術指針

・建設機械施工安全技術指針

・建設工事公衆災害防止対策要綱（土木工事編）

・建設機械施工安全マニュアル

［安全管理活動記載例］

名称 場所 参加予定者 頻度

朝礼 現場 現場作業従事者 毎日

安全巡視 現場 安全巡視員 毎日

［危険物記載例］

名称 適用法規 使用予定量

導火線及び雷管 火薬類取締法 ○○ｍ及び○○個

ダイナマイト 火薬類取締法 ○○Kg 
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作業主任者

   建設現場で危険な作業を行う場合、作業員を直接指揮、監督し、使用する資材や機

材を点検するために、労働安全衛生法により各現場に「作業主任者」を配置しなけれ

ばならない。（以下、作業主任者を選任すべき主な作業）

各規則
条 文

作業主任者 
名 称 

資格 
種類 

選任すべき作業 

高圧則 
10条 

高圧室内 
作業主任者 

免許 
潜函工法その他の圧気工法により、大気圧を越え
る気圧下の作業室又はシャフトの内部において行う

作業 

安規 
314 

ガス溶接 
作業主任者 免許 

アセチレン溶接装置又はガス集合溶接装置（10
以上の可燃性ガスの容器を導管により連結又は9以

下は、水素若しくは溶解アセチレンは400リットル
以上、他は1,000リットル以上）を用いて行う金属
の溶接、溶断又は加熱の作業 

ボ則 
24 

ボイラー取扱 
作業主任者 

ボイラー

技師免許
等 

ボイラー取扱業務（小型を除く→令1条4号） 
(1)特級＝伝熱面積合計500㎡以上（貫流のみは除

く） 
(2)1級以上＝伝熱面積合計25以上500㎡未満（貫
流のみ500㎡以上） 

(3)2級以上＝伝熱面積合計25㎡未満 
(4)技能講習以上＝令20条5号イからニまでのボイ
ラー 

安規 

129
木材加工用機械 

作業主任者 

技能 

講習 

丸のこ・帯のこ・かんな・面取盤、ルーター 合
計5台以上（携帯用を除く） 
但し、自動送材車式帯のこ盤を含む場合 3台以上 

安規 
321の3

コンクリート破砕器 
作業主任者 

同上 コンクリート破砕器を用いる破砕作業 

安規 
359

地山の掘削 
作業主任者 

同上 掘削面の高さが2ｍ以上の地山掘削 

安規 

374
土止め支保工 

作業主任者 
同上 切ばり、腹おこしの取付け又は取りはずし 

安規 

383の2
ずい道等の掘削等 

作業主任者 
同上 

ずい道等掘削、ずり積み、支保工組立（落盤、肌
落防止用）、ロックボルト取付、コンクリート等吹
付 

安規 
383の4

ずい道等の覆工 
作業主任者 

同上 
ずい道等の覆工（型わく支保工）組立て、解体、
移動、コンクリート打設 

安規 

246
型枠支保工の組立て等 

作業主任者 
同上 

型枠支保工（支柱、はり、つなぎ、筋かい等の部
材により構成され、建設物におけるスラブ、桁等の

コンクリート打設に用いる型枠を支持する仮設の設
備）の組立、解体 

安規 
565

足場の組立て等 
作業主任者 

同上 
つり足場、張出足場又は高さ5ｍ以上の足場の組
立解体、変更（除く ゴンドラのつり足場） 

安規 
517の4

建築物等の鉄骨の組立て等 
作業主任者 

同上 
建築物の骨組、又は塔で金属製の部材により構成
される高さ5ｍ以上のものの組立、解体又は変更 

安規 

517の8
鋼橋架設等 

作業主任者 
同上 

橋梁の上部構造であって金属製の部材により構成
されるもの（高さが5ｍ以上又は橋梁支間30ｍ以
上）の架設、解体又は変更 

安規 

517の12
木造建築物の組立て等 

作業主任者 
同上 

木造建築（軒の高さ5ｍ以上）構造部材の組立、

屋根下地・外壁下地の取付 

安規 
517の17

コンクリート造の工作物の解体等 
作業主任者 

同上 
コンクリート造工作物（高さ5ｍ以上）解体、破
壊 

安規 
517の22

コンクリート橋架設等 
作業主任者 

同上 

橋梁の上部構造であって、コンクリート造のもの

（高さ5ｍ以上又は橋梁支間30ｍ以上）の架設又は
変更 

特化則 
27 

特定化学物質 
作業主任者 

同上 
令別表第3に掲げる特定化学物質（1類、2類、3
類）の製造又は取扱（除く 試験研究の取扱） 

酸欠則 

11 
酸素欠乏危険 

作業主任者 
同上 令別表第6に掲げる酸欠危険場所における作業 

有機則 

19 
有機溶剤 

作業主任者 
同上 令別表第6の2に掲げる有機溶剤の製造、取扱 

石綿則 
19 石綿作業主任者 同上 

石綿を取り扱う作業（建築物等の解体・改修工事
現場など） 

四ｱﾙｷﾙ
鉛則14

四アルキル鉛等 
作業主任者 

同上 
令別表第５（第１号から6号）、別表第8号に掲
げる四アルキル鉛等業務に係る作業 

1-１２ 



［免許・資格等一覧表記載例］ 

作業主任者一覧表

資格の種類 氏 名 登録番号

地山の掘削作業主任者 正 ○○ ○○ 第○○○○○号

副 ○○ ○○ 第○○○○○号

土止め支保工作業主任者 正 ○○ ○○ 第○○○○○号

副 ○○ ○○ 第○○○○○号

型枠支保工の組立て等作業主任

者

正 ○○ ○○ 第○○○○○号

副 ○○ ○○ 第○○○○○号

有資格者一覧表

資格の種類 会社名 氏 名 登録番号

車両系建設機械運転技能講習

（整地・運搬・積込・掘削）
○○○○ ○○ ○○ 第○○○○○号

高所作業者技能講習 ○○○○ ○○ ○○ 第○○○○○号

移動式クレーン運転士 ○○○○ ○○ ○○ 第○○○○○号

作業主任者の選任が必要なものについては必ず記載すること。

共通仕様書等で作業や試験従事者について、資格の確認を求められているものに

ついては、技能講習者修了証等の写しを添付すること。

※ 事業により安全管理について重点を置いた記載が必要であると発注者が判断す

る箇所においては、当該項目を記載すること。
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（１０）緊急時の体制及び対応 

大雨、強風等の異常気象で、災害のおそれがある場合には、工事を中止

し、現場の整理を行う。 

また、必要に応じて現場内のパトロールを行い、工事区域及び周辺の監視

あるいは連絡を行い、安全を確保する。 

なお、万が一災害等が発生した場合の連絡方法は次のとおりとします。 

 他に、パトロール等行う場合の要件{大雨注意報・警報の発令時等の活動や降雨後の点検、
点検範囲（現場案内図等の作成）の明示、掘削時、災害時}や項目を記載するものとする。
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緊急事態
発  生 

○○建設㈱ 
現場事務所 
tel 
fax 

●現場代理人 
 ○○ ○○ 
tel 

●主任技術者 
 ○○ ○○ 
tel 

○○建設㈱ 
担当所属 
tel 
fax 

東京電力
○○営業所 
tel 

発注者
神奈川県 
○○土木事務所 
tel 
fax 
（夜間） 
tel 
●監督員 
 ○○ ○○ 

委託会社名

tel 

上水道管理者

tel 

東京ガス
○○営業所 
tel 

下水道管理者

tel 

NTT
○○支店 
tel 

○○警察署
tel 
非常 110 

○○消防所
tel 
非常 119 

○○緊急病院

tel 

労働基準監督署

tel 

（現場監理委託の場合）



（１１）交通管理

工事に伴う交通処理及び交通対策について共通仕様書1-1-1-32（交通

安全管理）により記述する。

迂回路を設ける場合には、迂回路の図面及び安全施設、案内標識の配置

図並びに交通整理員等の配置について記述する。

また、具体的な保安施設配置計画、市道及び出入口対策、積載超過運搬

防止対策等について記述する。

   なお、神奈川県公安委員会告示第１号、第４号で定める指定路線で作業を行う場合

は、交通誘導警備業務に係る一級検定合格警備員又は二級検定合格警備員（交通誘導

警備員Ａ）を常時１名以上配置することになっているので、施工計画書に「合格証明

書の写し」を添付するとともに「交通誘導警備員の配置計画」を記載すること。

（１２）環境対策

工事現場周辺の生活環境の保全と、円滑な工事施工を図ることを目的と

して、環境保全対策について関係法令に準拠して次のような項目の対策計

画を記述する。

１）騒音、振動対策 

２）水質汚濁対策 

３）ゴミ、粉じんの処理 

４）事業損失防止対策（家屋調査、地下水観測等） 

５）産業廃棄物の対応 

６）その他 

（１３）現場作業環境の整備

現場作業環境の整備に関して、次のような項目の計画を記述する。

１）仮設関係 

２）安全関係 

３）営繕関係 

４）イメージアップ対策の内容（イメージアップ経費が計上されている 

ときは必須） 

５）その他 

（１４）再生資源の利用の促進と建設副産物の適正処理方法

再生資源利用の促進に関する法律に基づき、次のような項目について記

述する。

１）再生資源利用計画書

２）再生資源利用促進計画書

３）指定副産物搬出計画（マニュフェスト等）

※本マニュアル ２－４頁以降を参照すること。

（１５）その他 

協議チェックシート（電子納品運用ガイドライン＜工事編＞）を添付する。

その他重要な事項について、必要により記述または添付する。

１）官公庁への手続き（警察、市町村） 

２）地元への周知 

３）説明書（建設リサイクル法の対象建設工事） 
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１－２ 施工体制

１－２－１ 施工体制台帳・施工体系図 
（１）施工体制台帳・施工体系図の整備対象 

  公共工事において、発注者から直接請負った建設業者が建設業を営むも

のと下請契約を締結したときは、下請契約の金額に関わらず施工体制台

帳・施工体系図の作成・提出が必要となります。 

建設工事の請負契約に該当しない資材搬入や調査業務、運搬業務、産業

廃棄物処理業務などの下請契約については、施工体制台帳に記載する必要

はありませんが、県が発注する工事では、「施工体制台帳に係る書類の提

出について」（平成13年3月３０日 国官技第70号等）に基づき、一次下

請となる警備業務については商号又は名称、現場責任者名、工期の記載を

求めています。 

  注１）下請業者が警備業務のみの場合は施工体制台帳を作成する必要はあ

りません。 

注２）施工体系図は下請契約がない場合も「下請契約なし」と記入して提

出が必要となります。 

  注３）下請契約金額500万円未満で建設業許可業者以外と下請負契約した

場合は、施工体制台帳の作成・提出は不要です。 

（２）施工体制台帳の構成

①施工体制台帳本紙 

②工事担当技術者台帳 

③発注者との契約書写し 

④元請業者と一次下請業者との契約書の写し（下請金額、工期及び作業

内容がわかるようにすること） 

⑤主任技術者又は監理技術者がその技術者の資格を有することを証明す

る書類の写し 

⑥主任技術者又は監理技術者が自社（元請）に雇用期間を限定すること

なく雇用されていることを証明する書類の写し 

⑦専門技術者（置く場合に限る）が専門工事に係わる主任技術者資格を

有することを証明する書類の写し 

⑧専門技術者（置く場合に限る）が自社に雇用期間を限定することなく

雇用されていることを証明する書類の写し 

⑨再下請負通知書本紙 

⑩再下請負業者との契約書の写し 

（３）提出手続き

受注者は工事着手までに施工体制台帳を作成し、監督員にその写しを提

出する。また、施工体制に変更が生じた場合には、その都度提出する。 
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（４）その他

   １）施工体制台帳（工事担当技術者台帳を含む）は、工事現場ごとに備

えておく。 

２）施工体系図は、工事関係者の見やすい場所及び公衆の見やすい場所

に掲示する。 

（５）様式

施工体制台帳（再下請通知書、工事担当技術者台帳を含む）

施工体系図

  ※ 施工体制台帳及び施工体系図の作成方法は巻末資料を参照してくださ

い。 

 （６）受注者の保存義務 

☆ 受注者は、「施工体系図」を引渡日から１０年間保存する義務がある

（建設業法施行規則第２６条第５項、第２８条第２項）

１－２－２ 名札等の着用
施工体制台帳を作成する受注者は、監理技術者、主任技術者（下請負者を含

む）及び受注者の専門技術者（専任している場合のみ）に、工事現場内におい

て、工事名、工期、顔写真、所属会社名及び社印の入った名札等を着用させな

ければならない（共通仕様書1-1-1-10）。 

名札の標準図 

監理（主任）技術者 

氏  名 ○○ ○○ 

工事名  ○○改良工事 

工 期 自 ○○年○○月○○日 

至 ○○年○○月○○日 

会 社 ◇◇建設株式会社   ㊞

[注1] 用紙の大きさは名刺サイズ以上とする。 

[注2] 所属会社の社印とする。 
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１－３ 設計図書の照査
受注者は、契約書第１８条第１号から第５号に係る設計図書の照査を行い、

該当する事実がある場合は、監督員にその事実が確認できる資料を書面によ

り提出する。 

注）該当する事実が無い場合でも書面によりその旨を監督員へ報告すること。

なお、「設計図書の照査」については、「土木工事設計変更ガイドライン（平成２８

年４月）」も参照すること。

「土木工事設計変更ガイドライン（平成２８年４月）」については、以下によりダウ

ンロードが可能。

  神奈川県ホームページ（http://www.pref.kanagawa.jp/）→「産業・働く」→「入札・公
共工事」→「公共工事」→「積算関係に関する情報提供」→「入札・契約制度に関する

補足事項」

工事請負契約書 第１８条

受注者は、工事の施工に当たり、次の各号のいずれかに該当する事実を発

見したときは、その旨を直ちに監督員に通知し、その確認を請求しなければ

ならない。

一 図面、仕様書、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書が一致しな

いこと（これらの優先順位が定められている場合を除く。）

二 設計図書に誤謬又は脱漏があること

三 設計図書の表示が明確でないこと

四 工事現場の形状、地質、湧水等の状態、施工上の制約等設計図書に示さ

れた自然的又は人為的な施工条件と実際の工事現場が一致しないこと

五 設計図書で明示されていない施工条件について予期することのできない 

特別な状態が生じたこと

１－４ 工事測量成果表
受注者は、工事着手後直ちに測量を実施し、測量標（仮ＢＭ）、工事用多

角点の設置及び用地境界、中心線、縦断、横断等を確認しなければならない。

測量結果が設計図書に示されている数値と差異を生じた場合は監督員に測量

結果を速やかに提出し指示を受けなければならない。

なお、測量標（仮ＢＭ）及び多角点を設置するための基準となる点の選定

は、監督員の指示を受けなければならない。また、受注者は、測量結果を監

督員に提出しなければならない（共通仕様書1-1-1-37）。

ただし、設計図書に示されている数値と差異がなかった場合には、測量結

果を監督員へ提示でよい。 

測量結果の提出・提示の別

仮ＢＭ 提出

差異がある 提出

差異がない 提示
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第 12号様式（用紙 日本工業規格Ａ４縦長型）

年  月  日

（ 発  注  者 ）    殿

住 所

                      氏 名               印  

設計図書等との不一致等の確認について

 次の工事を施工するにあたり、設計図書等との不一致等が生じたので、確認を願いたく、工事

請負契約書第 18条第 1項の規定により申請します。

１ 工 事 名

２ 工 事 場 所

３ 契 約 年 月 日       年  月  日

４ 工 期       年  月  日から   年  月  日まで

５ 不一致等の内容
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１－５ 建設業退職金共済証紙購入状況報告書

受注者は、建設業退職金共済制度（以下「建退共制度」という。）に加入

するとともに、その対象となる労働者について証紙を購入し、当該労働者の

共済手帳に証紙を貼付してください（県土整備局土木工事標準現場説明書

B4(1)）。

証紙購入状況等を把握するため、工事請負契約金額が５００万円以上の場

合は、別に定める「建設業退職金共済証紙購入状況報告書」（様式２号）を

工事請負契約締結後１ケ月以内に神奈川県知事（又は事務所長）へ提出して

ください。

共済証紙を購入した場合は、「建設業退職金共済証紙購入状況報告書」

（様式２号）に掛金収納書（以下「収納書」という）を添付してください。

なお、工事請負契約金額が５００万円未満の場合においても神奈川県知事

（又は事務所長）が証紙購入状況等を把握する必要があると認めるときは、

関係資料の提出を求める場合があります（県土整備局土木工事標準現場説明

書B4(2)）。
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（様式２号）記 載 例

○○年 ９月 ３日  

    ○○土木事務所長  様 

                                                 所 在 地 ○○市○○町○－○－○○ 

                                                      ○○建設(株) 

                                                 代表者氏名   ○ ○  ○ ○ 印 

建設業退職金共済証紙購入状況報告書

    次のとおり共済証紙を購入したので、当該掛金収納書を貼付して報告します。 

 工 事 名 □□□□□□□□□□□□□□工事

 契約年月日 ○○年 ８月21日

請 負 金 額 19,500,000円

変更請負金額                               円

共済証紙購入

の考え方に基

づき計算した

参考額

土木一式工事     3.2 【労働者の建退共制度加入率】 ７0 ％
請 負 金 額 1000 70％

62,400円

土木一式工事        【労働者の建退共制度加入率】      ％

請 負 金 額 1000 70％
                    円

 共済証紙購入額 62,000円

（掛金収納書の貼付がない又は、共済証紙の購入額が少ない場合の理由）

の 

り 

し 

ろ

掛金収納書（契約者が発注者へ）          

×

×



建設業退職金共済証紙購入状況報告書作成上の注意

１ 掛金収納書

(1) 「発注者名」については、例えば○○土木事務所長（氏名）等契約書上の発注者を

記入する。なお、下請負業者については、元請負業者名を記入する。

(2) 「元請契約の工事番号及び工事名」については、契約書どおり記入する。

なお、下請負業者についても同様とする。

２ 建設業退職金共済証紙購入状況報告書

(1) 工事請負契約金額が500万円以上の場合は、建設業退職金共済制度（以下「建退

共制度」という。）の掛金収納書を貼付した建設業退職金共済証紙購入状況報告書を

工事請負契約締結後１ヶ月以内に提出する。

(2) あて名は契約書上の発注者とする。

 (3) 「工事名」、「契約年月日」、「請負金額」、「変更請負金額」は契約書のとおり

記入する。

 (4) 購入額の記入方法

ア 「共済証紙購入の考え方に基づき計算した参考額」は、別紙「共済証紙購入の考え

方について」のとおりとし、「工事種類別及び請負金額の当てはまる割合」及び「対

象工事における労働者の建退共制度加入率（％）」を記入し算出する。

変更契約を締結した場合は「共済証紙購入の考え方に基づき計算した参考額」を

算出し直す。

イ 「共済証紙購入額」は掛金収納書に記載されている金額（下請負業者の収納書が

ある場合は、それを合算した金額）を記入する。

共済証紙を追加購入した時は、「共済証紙購入額」はそれ以前に購入した金額を

含んだ合計額を記載する。

(5) 掛金収納書（契約者が発注者へ）の貼付がない又は、共済証紙の購入額が少ない場

合の理由欄記入方法 

この報告書に掛金収納書の貼付がない場合及び、報告書の「共済証紙購入の考え方

に基づき計算した参考額」に対し「共済証紙購入額」が少ない場合は、その理由を記

入する。

   その理由とは、

          ア 会社に退職金制度がある。

イ 従業員が中小企業退職金共済事業の被保険者である。

ウ その他の退職金制度に加入している。（以上は、貼付しない場合の理由）

エ 対象労働者数及び就労予定日数を把握して計算した。（少ない場合の理由）

オ その他

  の場合をいう。

(6) 共済証紙取扱機関から証紙を購入のうえ、取扱機関から交付される掛金収納書（契

約者が発注者へ）を貼付する。

なお、契約者が工事の一部を下請負に付した場合で、下請負業者が自ら証紙を購入し

た場合にはその掛金収納書（契約者が発注者へ）も併せて貼付する。 
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別紙 

           共済証紙購入の考え方について

  共済証紙購入額の把握が困難な場合は、 

                   対象工事における労働者の建退共制度加入率（％） 

   （請負金額）×（下記表の率）× 

                             ７０％ 

により算出した額を参考とすること。 

請負金額 

土   木

舗 装 橋梁等 隧  道 堰  堤 浚渫・埋立 その他土木

1,000～9,999千円 3.5/1000 3.5/1000 4.5/1000 4.1/1000 3.7/1000  4.1/1000

10,000～49,999千円 3.3/1000 3.2/1000 3.6/1000 3.8/1000 2.8/1000  3.6/1000

50,000～99,999千円 2.9/1000 2.8/1000 2.8/1000 3.1/1000 2.7/1000  3.1/1000

100,000～499,999千円 2.3/1000 2.1/1000 2.1/1000 2.5/1000 1.9/1000  2.3/1000

500,000千円以上 1.7/1000 1.6/1000 1.9/1000 1.8/1000 1.7/1000  1.8/1000

請負金額 

建  築 設  備

住宅・同設備 非住宅･同設備 屋外の電気等 機械器具設置

1,000～9,999千円   4.8/1000   3.2/1000   2.9/1000   2.2/1000 

10,000～49,999千円   2.9/1000   3.0/1000   2.1/1000   1.7/1000 

50,000～99,999千円   2.7/1000   2.5/1000   1.8/1000   1.4/1000 

100,000～499,999千円   2.2/1000   2.1/1000   1.4/1000   1.1/1000 

500,000千円以上   2.0/1000   1.8/1000   1.1/1000   1.1/1000 

                            （注）請負金額は消費税相当額を含む。 

証紙を購入する算式は、あくまで目安にすぎず、他工事で余った証紙も使用することができるので、

必要数を購入して下さい。



１－６ 現場代理人等通知書・主任技術者等設置届

（１）現場代理人等通知書

契約担当者は、受注者が、工事現場に常駐させ、監督員の監督又は指

示に従って工事現場の運営、取締り及び工事に関する一切の事項を処理

させる現場代理人を置く場合においては、現場代理人設置届（第３号様

式）により届け出させるものとする。現場代理人を変更したときも同様

とする（神奈川県工事執行規則第13条）。

 （２）主任技術者等設置届

    契約担当者は、工事現場における工事の施工の技術上の管理をつかさ

どる者（以下「主任技術者等」という。）を受注者に設置させ、主任技

術者等設置届（第４号様式）により届け出させるものとする。主任技術

者等を変更したときも同様とする（神奈川県工事執行規則第14条）。

 （３）経歴書

    通知は、現場代理人設置届 (工事執行規則第3号様式 )及び主任技術者等
設置届 (工事執行規則第 4号様式 )によるものとし、各々に経歴書 (第 3号様
式 )を添付するものとする（神奈川県公共工事標準請負契約約款の運用基
準第10条）。
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（用紙 日本工業規格Ａ４縦長型）  

現 場 代 理 人 設 置（変 更）届

年  月  日  

  神奈川県知事 殿

  (   所長) 

住 所
氏 名〔法人にあっては、所在地、名称及び代表者の氏名  〕◯印

 次のとおり現場代理人を設置（変更）したので届け出ます。

契 約 工 事 名

現場代理人住所

現場代理人氏名

摘 要

備考 現場代理人に委任しない権限があるときは、摘要の欄に、その委任しない権限内

容を記入してください。 
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（用紙 日本工業規格Ａ４縦長型）   

主任技術者等設置（変更）届

年  月  日   

  神奈川県知事 殿 

  (   所長) 

住 所
氏 名〔法人にあっては、所在地、名称及び代表者の氏名  〕◯印

 次のとおり主任技術者等を設置（変更）したので届け出ます。 

契 約 工 事 名

主任技術者等住所

主任技術者等氏名

主 任 技 術 者

等 の 種 類

・専 任

・非専任

・主任技術者

・監理技術者

・現場代理人を兼ねる 

・現場代理人を兼ねない 

監理技術者資格者

証 の 有
・あ  り        ・な し 

備 考
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＜記入例＞ 

第 3号様式（用紙 日本工業規格Ａ４縦長型）
■ 現場代理人

経  歴  書            □ 主任技術者

□ 監理技術者

住  所

氏  名

生年月日

工事名

                   学  歴

（最終学歴）

１   ○年 ○月    ○○大学工学部卒業 

                   資  格

                 （名称・番号等）

１   ○年 ○月    技術士（○○部門）（○○○番）

２    年  月

３    年  月

                   職  歴

１   ○年 ○月    （株）○○建設入社

２    年  月

３    年  月

                   工事経歴

             （工事名・発注者・現場代理人等）

１   ○年 ○月    ○○工事に現場代理人として従事

２   ○年 ○月    ○○工事に現場代理人として従事

３   ○年 ○月    ○○工事に現場代理人として従事

注 監理技術者にあっては、資格欄に監理技術資格者証の交付日・交付番号を加えること。
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